
 

 

令和６年度 第２回 

木更津市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

 

資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日 時  令和６年８月１日(木) 午後４時 

 

  場 所  木更津市役所朝日庁舎 会議室Ｅ 

  



 

目 次 

 

報告事項１ 

 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の議決結果について    １ 

 

 

報告事項２ 

 令和５年度木更津市国民健康保険事業報告について         ４ 

 

 

報告事項３ 

 令和５年度木更津市国民健康保険特別会計決算について      １０ 

 

 

報告事項４ 

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る対応について   ２８ 



報告事項１ 

 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の議決結果について 

 

１．委員会審査日   令和６年６月１２日（教育民生常任委員会） 

２．審 査 結 果   原案可決 

３．議 決 日   令和６年６月１９日（本会議最終日） 

４．議 決 結 果   原案可決 

 

５．委員会の主な質疑応答 

№ 質  問 回  答 

１ 

近隣市の税率改定の状況。 袖ケ浦市が６月議会において保険税率を

引き上げるための条例改正案を提出し

た。（⇒原案可決） 

２ 
令和６年度に税率を改定する県内の市町

村はどのくらいあるか。 

県内３７市中１６市が税率を改定予定。 

３ 

千葉県では、いつから保険税水準の統一

化を開始するのか。 

令和６年度から県内市町村と協議を重ね

ていく予定であり、統一化の開始時期は

決まっていない。 

４ 

千葉県において保険税水準の完全統一化

の開始時期が決まっていないのに、本市

が「国民健康保険税改定計画」を策定し

た理由は何か。 

国は、令和６年度から１１年度までを保

険税水準の統一に向けた取組を加速化さ

せる期間と位置付けたことから、千葉県

においても、将来、県内において保険税

率を統一化することを見据えて、急激な

保険税率の引き上げを避けるため、段階

的に保険税率を引き上げる方針にしたた

め。 

５ 

都道府県内で保険税率の統一を進めてい

く理由は何か。 

広域化により保険給付に必要な費用の全

額を都道府県から市町村へ交付されたた

め財政運営の安定化が図られたが、保険

税率は市町村ごとに異なる状況が続いて

おり、国も医療費の水準や医療提供体制

に差があることに留意しつつも、将来的

に、都道府県内の保険税率を統一するこ

とが望ましいとしているため。 
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№ 質  問 回  答 

６ 

千葉県の賦課方式の状況 54 市町村中、「２方式」が２市（船橋市と

富津市）、「３方式」が 52 市、「４方式」

は採用なし。 

７ 

全国の賦課方式の状況 医療分の賦課方式は 1,714 市町村中、「２

方式」が 108 市町村、「３方式」が 1,130

市町村、「４方式」が 476 市町村となって

いる。 

８ 

今後、市民への過度な増税にならないた

めにできることは何か。 

保険給付費を減らすことで税率を低く抑

えることができるため、健康診断や人間

ドックを定期的に受診することで病気の

早期発見、早期治療につなげていただく

ことや、可能な限りジェネリック医薬品

を使用してもらうことが保険給付費の抑

制となる。 

また、無所得の加入者も税申告を適正に

行い、保険税を納付することで保険税増

税の抑制につながる。 

９ 

千葉県が策定する市町村標準保険税率が

一律だと、木更津市だけ医療費を削減し

ても、他市町村で医療費が増大したら、

あまり効果がないのではないか。 

国民健康保険は、国民皆保険の理念の根

幹の制度であり、病気やけがをしたとき

に安心して診療を受けることができるよ

う皆で助け合いながら、千葉県と県内の

市町村が運営している。 

本市の１人あたりの医療費は、県内で低

い保険者にあたるが、医療費は年々増加

傾向となっている。 

「生涯健康でありたい」ということは誰

もが持っているため、加入者の各々が自

分事ととらえ医療費の抑制に向けた取り

組みが必要である。 

 

６．令和６年度の近隣市における税率等の改定 

 

  君 津 市：改定なし（平成３０年度以降改定なし） 

  富 津 市：改定なし（令和５年度改定） 

  袖ケ浦市：改定あり（令和６年度改定 次頁の表のとおり） 

2



区 分 税区分 現行 改定案 差 額 

医 療 分 

所得割率 6.9％ 7.5％ 0.6％増 

均等割額 18,000 円 20,000 円 2,000 円増 

平等割額 22,000 円 24,000 円 2,000 円増 

支援金分 
所得割率 1.95％ 2.6％ 0.65％増 

均等割額 10,500 円 14,000 円 3,500 円増 

介 護 分 
所得割率 1.6％ 2.4％ 0.8％増 

均等割額 12,500 円 16,000 円 3,500 円増 

 

 

７．令和６年度の近隣市の税率等 

保険者名 
医療保険分 後期高齢者支援分 介護納付金分 

所得割 均等割 平等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額 

木更津市 8.1％ 18,000 22,000 650,000 1.99％ 11,000 240,000 1.29％ 12,000 170,000 

君 津 市 7.3％ 20,000 24,000 650,000 1.8％ 10,000 240,000 1.8％ 9,900 170,000 

富 津 市 6.9％ 39,000  650,000 2.4％ 13,000 240,000 2.4％ 14,000 170,000 

袖ケ浦市 7.5％ 20,000 24,000 650,000 2.6％ 14,000 240,000 2.4％ 16,000 170,000 

 

 

 

3



 

 

報告事項２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

木 更 津 市 国 民 健 康 保 険 事 業 報 告 
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【国民健康保険加入者の概要】

 

 令和元年度から令和５年度までの年度末の世帯数、被保険者数及び６５歳以上被保

険者数の割合はグラフのとおり推移しています。 

 団塊世代の後期高齢者医療保険への移行、働き方改革による６０歳代の就労者の増

加、また企業等で働く短時間労働者の社会保険加入の適用拡大等の影響から世帯数及

び被保険者数は減少傾向にあります。 

  

 また、外国人加入者の動向は以下のとおりです。 

時 点 被保険者数 外国人人口 加入率 

令和６年３月３１日 ７８１人 ３，１９７人 ２４．４３％ 

令和５年３月３１日 ７６９人 ２，９０１人 ２６．５１％ 

令和４年３月３１日 ６９１人 ２，６１４人 ２６．４３％ 

 外国人の人口が増加していることに伴い、国民健康保険の被保険者数も増加傾向に

ありますが、社会保険の加入者も多いため、加入率は昨年度より減少しています。 

  

18,594 18,431 17,890 17,326 
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木更津市国民健康保険税（現年度分）収納状況 

 

 国民健康保険税現年度分の調定額（徴収すべき金額）、収納額及び収納率は上のグ

ラフのとおりです。 

 被保険者数の減少に伴い、調定額は減少傾向ですが、収納率については増加傾向に

あります。 

 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

調 定 額 2,849,446,800 2,744,159,300 2,699,227,900 2,710,229,600 2,445,846,400 

収 納 額 2,499,859,006 2,471,020,188 2,469,540,761 2,511,007,347 2,300,026,708 

収 納 率 87.73％ 90.05％ 91.49％ 92.65％ 94.04％ 
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 国民健康保険事業について、令和５年度の事業計画により主要事業としてあげた項

目について、新規に取り組んだもの、効果が上がったものを中心に報告いたします。 

 

⑴ 収納率向上対策事業 

 

＜電子マネーによる納付の拡大＞ 

・令和５年度から納付書に地方税統一ＱＲコードを印字し、ＱＲコードからクレジ

ットカード、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリ等で納付がで

きるようになりました。 

 

 ＱＲコード利用支払   26,604件  5億 4,966万 6,669円 

（納付書に占める割合）  （87.1％）    （86.3％） 

 

 

⑵ 適用適正化対策事業 

 

＜オンライン資格確認システムを活用した資格及び賦課の適正管理＞ 

・オンライン資格確認システムから提供される資格重複状況結果一覧を活用し、国

保資格の適用に疑義があるものに対し届出の勧奨をするとともに、届出がない者に

ついては職権による資格の喪失を実施し、賦課及び資格の適正化を図りました。 

 

 勧奨文書発送数       1,249世帯  1,504人 

 うち、職権による資格喪失数  592世帯   697人 

 

 

 

⑶ 医療費適正化対策事業 

 

＜後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進＞ 

・令和５年度に通知送付者が後発医薬品に変更した薬剤費は 2,247,826円でした。 

・代替後発医薬品が存在する薬剤についての後発品の割合は数量で 78.6%（前年同

月比 1.7％増）、金額で 57.9％（前年同月比 0.4％減）です。（令和６年２月調剤分） 

 

＜君津木更津薬剤師会と協働して行う重複服薬患者への保健指導＞ 

・３６名を選定して文書通知、電話、訪問による重複服薬指導を実施しました。 
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⑷ 令和５年度新規保健事業 

 

・国民健康保険データベース(ＫＤＢ)を活用したＡＩによる腎機能予測結果還元プ

ロジェクトの活用 

 （厚生労働省研究費にて国民健康保険中央会作成） 

 （当市健康課題の循環器病及び慢性腎臓病の予防) 

 

⑸ 特定健康診査・特定保健指導事業等 

 

＜特定健康診査＞ 

・受診者数 7,313人、受診率 43.4％（県内 54市町村中 15位） 

※令和６年５月末時点の速報値 

 

＜特定保健指導＞ 

・令和５年度実施率 30.5％（途中経過値） 

（事業期間が１０月～翌年９月となるため、令和５年度の確定値は１１月公表） 

参考：令和４年度実施率 37.5％(県内 54市町村中 15位で、過去５年最高値） 

 

＜国保加入者の３０歳代若年期健康診査＞ 

・受診者数 195人 受診率 11.1％（国保加入者 1,753人） 

 

⑹ 生活習慣病の発症・重症化予防保健事業等 

 

<発症予防> 

・集団健診会場での健康教育 「STOP!糖尿病」  1,274人 

・YouTubeきさらづプロモチャンネルで動画配信  385回再生 

 

<慢性腎臓病、糖尿病性腎症、脳・心血管疾患（脳梗塞、脳出血、心筋梗塞等）> 

・腎臓病地域連携パス(医師会・専門医と連携)交付数      829件 

・腎パス未返送者に対する受診勧奨件数            169件 

・生活習慣病重症化予防(脳・心血管病高リスク者)保健指導者数 167人(延人数) 

・重複服薬指導者数(薬剤師会との連携事業)           36人(実人数) 

・糖尿病性腎症重症化予防保健指導者数            295人(延人数) 

・３０歳代早期介入保健指導者数               102人(実人数) 

・集団健診会場でのお薬相談会(薬剤師会との連携事業)     人数未把握 

 

 

8



⑺ その他保健事業 

 

・短期人間ドック助成事業については、単独受検 1,182件、脳ドック併用 316件、

合計 1,498件に助成しました。 

 昨年度と比較すると、単独受検１件減、脳ドック併用５件減、合計６件減となっ

ており、昨年度と概ね同程度の受検者数となっています。 

 

⑻ 広報啓発事業 

 

・木更津市ホームページのカルーセル(トップページの帯広告)に健診受診勧奨につ

いて掲載をしました。 

・デジタルサイネージ（あらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を

使って情報を発信するメディアを総称したもの）にて、特定健康診査の受診啓発を

しました。 

・協力医療機関、市内薬局に特定健診等の受診勧奨ポスターの掲示依頼をしました。 
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6
5
7
,
0
0
0

3
,
4
0
2
,
6
1
6
,
4
0
9

2
,
5
8
8
,
0
9
2
,
9
5
9

7
1
,
1
3
2
,
6
5
9

7
4
3
,
3
9
0
,
7
9
1

2
,
8
5
6
,
3
9
4
,
9
3
7

△
 
2
6
8
,
3
0
1
,
9
7
8

1
0
 
使

用
料
及
び
手
数
料

諸
証

明
手

数
料

4
,
0
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

0
0

6
,
9
0
0

0

1
0
款

　
合

計
4
,
0
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

0
0

6
,
9
0
0

0

1
5
 
国

庫
支
出
金

国
民

健
康

保
険

制
度

関
係

業
務

準
備

事
業

費
補
助
金

1
1
4
,
0
0
0

1
1
4
,
0
0
0

1
1
4
,
0
0
0

0
0

4
0
,
0
0
0

7
4
,
0
0
0

出
産

育
児

一
時

金
臨

時
補

助
金

2
3
0
,
0
0
0

2
7
9
,
0
0
0

2
7
9
,
0
0
0

0
0

0
2
7
9
,
0
0
0

1
5
款

　
合

計
3
4
4
,
0
0
0

3
9
3
,
0
0
0

3
9
3
,
0
0
0

0
0

4
0
,
0
0
0

3
5
3
,
0
0
0

2
5
 
県

支
出
金

健
康

増
進

事
業

費
補

助
金

1
,
5
1
8
,
0
0
0

1
,
3
7
2
,
0
0
0

1
,
3
7
2
,
0
0
0

0
0

1
,
3
2
1
,
0
0
0

5
1
,
0
0
0

普
通

交
付

金
8
,
2
7
2
,
6
7
3
,
0
0
0

8
,
1
1
4
,
1
6
7
,
7
1
1

8
,
1
1
4
,
1
6
7
,
7
1
1

0
0

8
,
3
7
2
,
6
8
7
,
9
7
7

△
 
2
5
8
,
5
2
0
,
2
6
6

特
別

交
付

金
(
保

険
者

努
力

支
援

分
)

4
5
,
2
4
9
,
0
0
0

4
5
,
2
4
9
,
0
0
0

4
5
,
2
4
9
,
0
0
0

0
0

4
2
,
3
2
4
,
0
0
0

2
,
9
2
5
,
0
0
0

特
別

交
付

金
(
特

別
調

整
交

付
金

分
)

1
9
,
3
7
9
,
0
0
0

1
8
,
9
7
5
,
0
0
0

1
8
,
9
7
5
,
0
0
0

0
0

2
9
,
1
9
7
,
0
0
0

△
 
1
0
,
2
2
2
,
0
0
0

特
別

交
付

金
(
県

繰
入

分
(
２

号
分

)
)

6
3
,
0
2
6
,
0
0
0

7
0
,
3
4
0
,
0
0
0

7
0
,
3
4
0
,
0
0
0

0
0

6
0
,
8
8
0
,
0
0
0

9
,
4
6
0
,
0
0
0

特
別
交
付
金
(
特
定
健
康
診
査
等
負
担
金
)

3
0
,
6
4
4
,
0
0
0

2
9
,
5
2
6
,
0
0
0

2
9
,
5
2
6
,
0
0
0

0
0

3
3
,
2
3
0
,
0
0
0

△
 
3
,
7
0
4
,
0
0
0

2
5
款

　
合

計
8
,
4
3
2
,
4
8
9
,
0
0
0

8
,
2
7
9
,
6
2
9
,
7
1
1

8
,
2
7
9
,
6
2
9
,
7
1
1

0
0

8
,
5
3
9
,
6
3
9
,
9
7
7

△
 
2
6
0
,
0
1
0
,
2
6
6

3
5
 
財

産
収
入

財
政

調
整

基
金

利
子

4
2
,
0
0
0

4
1
,
9
6
5

4
1
,
9
6
5

0
0

9
,
9
8
9

3
1
,
9
7
6

高
額

療
養

費
貸

付
基

金
利

子
1
,
0
0
0

1
8
0

1
8
0

0
0

1
6
8

1
2

3
5
款

　
合

計
4
3
,
0
0
0

4
2
,
1
4
5

4
2
,
1
4
5

0
0

1
0
,
1
5
7

3
1
,
9
8
8

3
7
 
寄

付
金

寄
付

金
0

0
0

0
0

9
6
5
,
0
0
0

△
 
9
6
5
,
0
0
0

3
7
款

　
合

計
0

0
0

0
0

9
6
5
,
0
0
0

△
 
9
6
5
,
0
0
0

１
．
歳

入
一

覧

款
内

　
訳
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（
単
位
：
円
）

予
算
額

調
定
額

収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

令
和
４
年
度

決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｂ
ー

Ｃ
ー

Ｄ
Ｅ

Ｃ
－

Ｅ

款
内

　
訳

4
0
 
繰

入
金

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
(
保
険
税
軽
減
分
)

3
4
9
,
7
2
3
,
0
0
0

3
4
9
,
7
2
3
,
0
0
0

3
4
9
,
7
2
3
,
0
0
0

0
0

3
5
4
,
5
4
9
,
4
0
0

△
 
4
,
8
2
6
,
4
0
0

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
(
保
険
者
支
援
分
)

2
1
3
,
8
8
2
,
0
0
0

2
1
3
,
8
8
1
,
9
1
4

2
1
3
,
8
8
1
,
9
1
4

0
0

2
2
9
,
0
2
5
,
1
0
6

△
 
1
5
,
1
4
3
,
1
9
2

未
就

学
児

均
等

割
保

険
税

繰
入

金
5
,
0
9
5
,
0
0
0

5
,
0
9
4
,
3
0
8

5
,
0
9
4
,
3
0
8

0
0

5
,
0
9
4
,
2
8
8

2
0

産
前

産
後

保
険

税
繰

入
金

3
5
9
,
0
0
0

1
8
7
,
5
3
9

1
8
7
,
5
3
9

0
0

0
1
8
7
,
5
3
9

職
員

給
与

費
等

繰
入

金
2
2
1
,
4
5
1
,
0
0
0

2
1
7
,
5
9
0
,
1
3
0

2
1
7
,
5
9
0
,
1
3
0

0
0

1
9
9
,
6
4
3
,
4
1
3

1
7
,
9
4
6
,
7
1
7

出
産

育
児

諸
費

繰
入

金
1
7
,
0
1
4
,
0
0
0

1
6
,
2
5
7
,
0
3
3

1
6
,
2
5
7
,
0
3
3

0
0

1
8
,
2
0
0
,
0
0
0

△
 
1
,
9
4
2
,
9
6
7

財
政

安
定

化
支

援
事

業
繰

入
金

3
7
,
7
0
7
,
0
0
0

3
7
,
7
0
6
,
1
6
2

3
7
,
7
0
6
,
1
6
2

0
0

3
8
,
7
7
8
,
8
4
1

△
 
1
,
0
7
2
,
6
7
9

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
2
9
5
,
6
9
5
,
0
0
0

2
9
5
,
6
9
5
,
0
0
0

2
9
5
,
6
9
5
,
0
0
0

0
0

0
2
9
5
,
6
9
5
,
0
0
0

4
0
款

　
合

計
1
,
1
4
0
,
9
2
6
,
0
0
0

1
,
1
3
6
,
1
3
5
,
0
8
6

1
,
1
3
6
,
1
3
5
,
0
8
6

0
0

8
4
5
,
2
9
1
,
0
4
8

2
9
0
,
8
4
4
,
0
3
8

4
5
 
繰

越
金

普
通

交
付

金
繰

越
金

0
0

0
0

0
6
,
5
9
9
,
6
7
6

△
 
6
,
5
9
9
,
6
7
6

前
年

度
繰

越
金

3
5
,
0
8
5
,
0
0
0

3
5
,
0
8
5
,
7
6
7

3
5
,
0
8
5
,
7
6
7

0
0

3
,
4
6
9
,
0
0
0

3
1
,
6
1
6
,
7
6
7

4
5
款

　
合

計
3
5
,
0
8
5
,
0
0
0

3
5
,
0
8
5
,
7
6
7

3
5
,
0
8
5
,
7
6
7

0
0

1
0
,
0
6
8
,
6
7
6

2
5
,
0
1
7
,
0
9
1

5
0
 
諸

収
入

一
般

 
保

険
税

延
滞

金
1
5
1
,
8
8
4
,
0
0
0

1
7
5
,
3
7
3
,
9
1
6

1
7
5
,
3
7
3
,
9
1
6

0
0

1
5
1
,
8
8
4
,
8
1
6

2
3
,
4
8
9
,
1
0
0

退
職

 
保

険
税

延
滞

金
1
,
9
0
0
,
0
0
0

1
,
2
1
6

1
,
2
1
6

0
0

1
7
,
4
0
0

△
 
1
6
,
1
8
4

第
三

者
行

為
に

伴
う

損
害

賠
償

金
1
,
5
0
0
,
0
0
0

7
,
3
5
9
,
7
8
8

7
,
3
5
9
,
7
8
8

0
0

2
5
,
6
4
5
,
8
1
5

△
 
1
8
,
2
8
6
,
0
2
7

一
般

 
保

険
給

付
返

納
金

5
,
3
0
5
,
0
0
0

1
0
,
8
7
2
,
2
5
5

9
,
5
3
1
,
2
2
5

3
9
2
,
3
8
3

9
4
8
,
6
4
7

3
,
6
9
4
,
6
2
1

5
,
8
3
6
,
6
0
4

退
職

 
保

険
給

付
返

納
金

0
0

0
0

0
5
,
7
1
2

△
 
5
,
7
1
2

一
般

 
高

額
療

養
費

返
納

金
9
2
1
,
0
0
0

1
,
6
3
3
,
3
0
7

1
,
5
2
9
,
7
6
1

0
1
0
3
,
5
4
6

9
4
,
3
3
7

1
,
4
3
5
,
4
2
4

雇
用

保
険

被
保

険
者

負
担

分
1
1
,
0
0
0

1
0
,
9
7
6

1
0
,
9
7
6

0
0

7
,
1
5
4

3
,
8
2
2

前
年

度
労

働
保

険
料

返
還

金
0

0
0

0
0

9
,
4
4
1

△
 
9
,
4
4
1

公
務

災
害

補
償

基
金

還
付

金
2
,
0
0
0

2
,
5
6
3

2
,
5
6
3

0
0

8
5
2

1
,
7
1
1

5
0
款

　
合

計
1
6
1
,
5
2
3
,
0
0
0

1
9
5
,
2
5
4
,
0
2
1

1
9
3
,
8
0
9
,
4
4
5

3
9
2
,
3
8
3

1
,
0
5
2
,
1
9
3

1
8
1
,
3
6
0
,
1
4
8

1
2
,
4
4
9
,
2
9
7

1
2
,
2
9
9
,
0
7
1
,
0
0
0

1
3
,
0
4
9
,
1
6
3
,
0
3
9

1
2
,
2
3
3
,
1
9
5
,
0
1
3

7
1
,
5
2
5
,
0
4
2

7
4
4
,
4
4
2
,
9
8
4

1
2
,
4
3
3
,
7
7
6
,
8
4
3

△
 
2
0
0
,
5
8
1
,
8
3
0

歳
入

合
計
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２
．
歳
入

項
目

別
の

内
訳

主
な

歳
入

の
内

訳
は
左
記
の
円
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。

歳
入

の
６

８
％

を
医
療
給
付
費
に
相
当
す
る
県
支
出
金
が
占
め
て
い
ま

す
。

次
い

で
、

被
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
国
民
健
康
保
険
税
が
２
１
％
、

法
令

に
よ

り
一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
繰
入
金
等
が

９
％

で
、

そ
の

他
の
収
入
は
合
わ
せ
て
２
％
で
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税

21
%

県
支
出
金

68
%

繰
入
金

9%

諸
収
入

2%

主
な
歳
入
の
内
訳

13



（
単
位
：
円
）

0
5
款
 
国
民
健
康
保
険
税
　
0
5
項
 
国
民
健
康
保
険
税

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収
入
済
額

予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年

度
と

の
比

較
事
業
内
容
等

一
般
 
現
年
分

2
,
2
2
3
,
7
2
3
,
0
0
0

2
,
3
0
0
,
0
2
6
,
7
0
8

7
6
,
3
0
3
,
7
0
8

2
,
5
1
1
,
0
0
7
,
3
4
7

△
 
2
1
0
,
9
8
0
,
6
3
9
・
医
療
給
付
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1,
74
9,
20
7,
4
5
8

・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
　
　
　
　
　
　
43
6,
16
5,
9
1
5

・
介
護
納
付
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
4,
65
3,
3
3
5

一
般
・
退
職
 
滞
納
繰

越
分

3
0
4
,
9
3
4
,
0
0
0

2
8
8
,
0
6
6
,
2
5
1

△
 
1
6
,
8
6
7
,
7
4
9

3
4
5
,
3
8
7
,
5
9
0

△
 
5
7
,
3
2
1
,
3
3
9
・
医
療
給
付
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
21
8,
91
1,
0
7
6

・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
　
　
　
　
　
　
 4
8,
89
5,
1
8
9

・
介
護
納
付
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 2
0,
25
9,
9
8
6

1
0
款
 
使
用
料
及
び
手
数
料
　
0
5
項
 
手
数
料

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収
入
済
額

予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年

度
と

の
比

較
事
業
内
容
等

諸
証
明
手
数
料

4
,
0
0
0

6
,
9
0
0

2
,
9
0
0

6
,
9
0
0

0
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
期
間
の
証
明
書
等
の
発

行
手
数
料

1
5
款
 
国
庫
支
出
金
　
1
0
項
 
国
庫
補
助
金

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

国
民
健
康
保
険
制
度
関
係

業
務

準
備
事
業
費
補
助
金

11
4,
00
0

11
4,
00
0

0
40
,0
00

74
,0
00

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
を
普
及

啓
発
す
る
た
め
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
印
刷
費
に
対
す
る
補

助
金

出
産
育
児
一
時
金
臨
時
補

助
金

23
0,
00
0

27
9,
00
0

49
,0
00

0
27
9,
00
0
令
和
５
年
４
月
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
が
42
万
円
か
ら

50
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
国
か
ら
１
件
あ
た

り
５
千
円
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

３
．
令
和

５
年

度
主

要
施

策
一

覧
表

（
歳
入
）

前
年
度
と
比
較
す
る
と
、

現
年

分
の

収
納

率
は

9
2
.
1
9
％

か
ら
9
3
.
7
2
％
に
、
滞
納
繰
越
分
の
収
納
率
は
2
9
.
0
4
％
か
ら
3
0
.
0
8
％

に
そ

れ
ぞ

れ
向

上
し

ま
し

た
が

、
団

塊
世

代
の

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
へ
の
移
行
、
短
時
間
労
働

者
へ

の
被

用
者

保
険

の
拡

大
等

に
よ
り
、
年
間
平
均
被
保
険
者
が
2
6
,
1
9
2
人
か
ら
2
4
,
6
1
2
人
に
1
,
5
8
0
人

減
っ

た
た

め
国

民
健

康
保

険
税

全
体

の
収

入
済

額
は

減
額

に
な

り
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る

健
康

保
険

証
利

用
の

普
及

啓
発
、
事
務
の
効
率
化
を
推
進
す
る
「
市
町
村
事
務
処
理
標
準
シ

ス
テ

ム
」

の
導

入
、

災
害

対
応

で
臨

時
の

保
険

税
減

免
を

実
施

し
た

と
き

に
国
か
ら
支
出
さ
れ
る
補

助
金

で
す

。
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（
単
位
：
円
）

2
5
款
 
県
支
出
金
　
1
0
項
 
県
補
助
金

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

健
康
増
進
事
業
費
補
助
金

1,
51

8,
00
0

1
,3
72
,0
00

△
 1
46
,0
00

1,
32
1,
00
0

51
,0
00

４
０
歳
以
上
に
対
し
て
実
施
す
る
生
活
習
慣
病
な
ど
の

疾
病
予
防
対
策
等
の
健
康
増
進
事
業
に
対
す
る
県
補
助

金

普
通
交
付
金

8,
27

2
,6

7
3,
00
0

8,
11
4,
16
7,
71
1

△
 1
58
,5
05
,2
89

8,
37
2,
68
7,
97
7

△
 2
58
,5
20
,2
66

保
険
給
付
費
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
県
交
付
金

※
出
産
育
児
一
時
金
及
び
葬
祭
費
は
含
ま
な
い

特
別
交
付
金

保
険
者
努
力
支
援
分

45
,2

4
9,
00
0

45
,2
49
,0
00

0
42
,3
24
,0
00

2,
92
5,
00
0
医
療
費
適
正
化
、
健
康
づ
く
り
等
の
取
組
状
況
に
応
じ

て
交
付

特
別
交
付
金

特
別
調
整
交
付
金
分
（
市
町
村
分
）

19
,3

7
9,
00
0

18
,9
75
,0
00

△
 4
04
,0
00

29
,1
97
,0
00

△
 1
0,
22
2,
00
0
災
害
等
の
特
別
な
事
情
、
制
度
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

改
修
等
を
考
慮
し
て
交
付

特
別
交
付
金

県
繰
入
金
（
２
号
分
）

63
,0

2
6,
00
0

70
,3
40
,0
00

7,
31
4,
00
0

60
,8
80
,0
00

9,
46
0,
00
0
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進
、
医
療
の
効
率
的
な
提

供
の
推
進
そ
の
他
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
等
に

係
る
取
組
に
応
じ
て
交
付

特
別
交
付
金

特
定
健
康
診
査
等
負
担
金

30
,6

4
4,
00
0

29
,5
26
,0
00

△
 1
,1
18
,0
00

33
,2
30
,0
00

△
 3
,7
04
,0
00

特
定
健
康
診
査
等
に
要
す
る
費
用
に
係
る
負
担
金

3
5
款
 
財
産
収
入
　
0
5
項
 
財
産
運
用
収
入

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

財
政
調
整
基
金
利
子

4
2,
00
0

4
1,
96
5

△
 3
5

9,
98
9

31
,9
76

国
民

健
康

保
険

財
政

調
整

基
金

を
定

期
預

金
で

運
用

し
た
利
息

高
額
療
養
費
貸
付
基
金
利

子
1,
00
0

18
0

△
 8
20

16
8

12
高
額
療
養
費
貸
付
基
金
を
定
期
預
金
で
運
用
し
た
利
息

国
民
健
康
保
険
の
広
域
化

に
伴

い
県

か
ら

支
出

さ
れ

る
普

通
交
付
金
が
大
部
分
を
占
め
、
そ
の
他
各
市
町
村
の
事
情
に
応
じ

て
支

出
さ

れ
る

特
別

交
付

金
が

該
当

し
ま

す
。

医
療
費
に
あ
た
る
保
険
給

付
費

が
前

年
度

と
比

較
す

る
と

大
き
く
減
少
し
た
た
め
、
そ
れ
に
伴
い
、
普
通
交
付
金
が
約
2
億
5
,
8
0
0
万

円
減

少
し

ま
し

た
。
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（
単
位
：
円
）

4
0
款
 
繰
入
金
　
0
5
項
 
一
般
会
計
繰
入
金

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

（
保
険
税
軽
減
分
）

3
49

,7
2
3,
00
0

3
49
,7
23
,0
00

0
35
4,
54
9,
40
0

△
 4
,8
26
,4
00

保
険
税
の
軽
減
相
当
額
を
一
般
会
計
か
ら
国
保
特
別
会
計

に
繰
り
入
れ
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
保
険
税
負
担
の
緩

和
及
び
財
政
基
盤
の
安
定
化
を
図
り
ま
す
。

（
負
担
割
合
：
県
3/
4、

市
1/
4）

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

（
保
険
者
支
援
分
）

2
13

,8
8
2,
00
0

2
13
,8
81
,9
14

△
 8
6

22
9,
02
5,
10
6

△
 1
5,
14
3,
19
2

保
険
税
の
軽
減
の
対
象
と
な
っ
た
被
保
険
者
数
に
応
じ

て
、
平
均
保
険
税
額
の
一
定
割
合
を
一
般
会
計
か
ら
国
保

特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
で
、
保
険
税
負
担
の
軽
減

を
図
る
と
と
も
に
、
低
所
得
者
を
多
く
抱
え
る
市
町
村
を

支
援
し
ま
す
。

（
負
担
割
合
：
国
1/
2、

県
1/
4、

市
1/
4）

未
就
学
児
均
等
割
保
険
税

繰
入

金
5,

09
5,
00
0

5
,0
94
,3
08

△
 6
92

5,
09
4,
28
8

20
未
就
学
児
の
保
険
税
均
等
割
額
を
減
額
し
た
額
の
相
当
額

に
対
す
る
繰
入
金

（
負
担
割
合
：
国
1/
2、

県
1/
4、

市
1/
4）

産
前
産
後
保
険
税
繰
入
金

35
9,
00
0

1
87
,5
39

△
 1
71
,4
61

0
0
産
前
産
後
期
間
に
お
け
る
保
険
税
の
所
得
割
額
及
び
均
等

割
額
を
減
額
し
た
額
の
相
当
額
に
対
す
る
繰
入
金

（
負
担
割
合
：
国
1/
2、

県
1/
4、

市
1/
4）

職
員
給
与
費
等
繰
入
金

2
21

,4
5
1,
00
0

2
17
,5
90
,1
30

△
 3
,8
60
,8
70

19
9,
64
3,
41
3

17
,9
46
,7
17

職
員
給
与
費
及
び
事
務
費
等
の
一
般
会
計
か
ら
国
保
特
別

会
計
へ
の
繰
入
金

出
産
育
児
諸
費
繰
入
金

17
,0

1
4,
00
0

16
,2
57
,0
33

△
 7
56
,9
67

18
,2
00
,0
00

△
 1
,9
42
,9
67

出
産
育
児
一
時
金
の
３
分
の
２
を
一
般
会
計
か
ら
国
保
特

別
会
計
へ
の
繰
入
金

財
政
安
定
化
支
援
事
業
繰

入
金

37
,7

0
7,
00
0

37
,7
06
,1
62

△
 8
38

38
,7
78
,8
41

△
 1
,0
72
,6
79

低
所
得
者
の
割
合
、
高
齢
者
の
割
合
、
病
院
の
病
床
数
等

を
根
拠
に
国
が
算
定
し
、
一
般
会
計
か
ら
国
保
特
別
会
計

へ
の
繰
入
金

国
民
健
康
保
険
事
業
に
係

る
職

員
の

人
件

費
等

、
法

令
に

よ
り
一
般
財
源
か
ら
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
へ
繰
入
が
認
め
ら

れ
て

い
る

繰
入

金
で

す
。

税
収
の
減
額
に
よ
り
保
険

基
盤

安
定

繰
入

金
が

減
額

と
な

り
、
人
件
費
の
上
昇
に
よ
り
職
員
給
与
費
等
繰
入
金
が
増
額
と
な

り
ま

し
た

。
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（
単
位
：
円
）

4
0
款
 
繰
入
金
　
1
0
項
 
基
金
繰
入
金

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

財
政
調
整
基
金
繰
入
金

2
95

,6
9
5,
00
0

2
95
,6
95
,0
00

0
0

29
5,
69
5,
00
0
財
政
調
整
基
金
か
ら
保
険
税
収
入
不
足
分
を
繰
入
れ

4
5
款
 
繰
越
金
　
0
5
項
 
繰
越
金

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

前
年
度
繰
越
金

35
,0

8
5,
00
0

35
,0
85
,7
67

76
7

3,
46
9,
00
0

31
,6
16
,7
67

令
和
４
年
度
国
保
特
別
会
計
剰
余
金

5
0
款
 
諸
収
入
　
0
5
項
 
延
滞
金
及
び
過
料

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

国
民
健
康
保
険
税
延
滞
金

1
53

,7
8
4,
00
0

1
75
,3
75
,1
32

21
,5
91
,1
32

15
1,
90
2,
21
6

23
,4
72
,9
16

国
民
健
康
保
険
税
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ

て
加
算
さ
れ
る
延
滞
金

5
0
款
 
諸
収
入
　
1
5
項
 
雑
入

事
　
　
業
　
　

名
　

　
等

予
算

額
収

入
済

額
予
算
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比
較

事
業
内
容
等

被
保
険
者
第
三
者
納
付
金

1,
50

0,
00
0

7
,3
59
,7
88

5,
85
9,
78
8

25
,6
45
,8
15

△
 1
8,
28
6,
02
7
交
通
事
故
等
第
三
者
行
為
に
伴
う
損
害
賠
償
金

損
害
賠
償
件
数
：
23
件
（
R4
:3
4件

）

被
保
険
者
返
納
金

5,
30

5,
00
0

9
,5
31
,2
25

4,
22
6,
22
5

3,
70
0,
33
3

5,
83
0,
89
2

資
格
喪
失
後
に
よ
る
受
診
や
労
災
認
定
等
に
係
る
保
険

給
付
費
返
納
金

件
数
：
21
6件

（
R4
:4
08
件
）

高
額
療
養
費
返
納
金

92
1,
00
0

1
,5
29
,7
61

60
8,
76
1

94
,3
37

1,
43
5,
42
4

資
格
喪
失
後
に
よ
る
受
診
や
労
災
認
定
等
に
係
る
高
額

療
養
費
返
納
金

件
数
：
25
件
（
R4
:3
件
）

被
保
険
者
数
の
減
少
に
伴

い
税

収
不

足
が

見
込

ま
れ

た
た

め
、
財
政
調
整
基
金
を
2
億
9
,
5
6
9
万
5
千
円
取
り
崩
し
ま
し
た
。
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（
単
位
：
円
）

予
算

額
決

算
額

予
算

残
額

令
和

４
年

度
決

算
額

前
年

度
と

の
比

較

Ａ
Ｂ

Ａ
－

Ｂ
Ｃ

Ｂ
－

Ｃ

05
 総

務
費

05
 総

務
管

理
費

一
般

職
人

件
費

15
1,

18
3,

00
0

14
9,

19
6,

47
9

1,
98

6,
52

1
13

5,
39

2,
00

8
13

,8
04

,
4
7
1

会
計

年
度

任
用

職
員

人
件

費
19

,2
64

,0
00

18
,8

50
,4

36
41

3,
56

4
17

,8
23

,0
68

1,
02

7,
3
6
8

保
険

給
付

事
務

費
5,

31
6,

00
0

5,
16

9,
87

4
14

6,
12

6
5,

43
9,

81
8

△
 2

69
,
9
4
4

保
険

者
事

務
電

算
共

同
処

理
委

託
費

11
,6

15
,0

00
11

,3
90

,1
48

22
4,

85
2

11
,7

15
,6

26
△

 3
25

,
4
7
8

保
険

証
更

新
事

業
費

8,
02

3,
00

0
7,

82
3,

98
4

19
9,

01
6

8,
29

4,
45

4
△

 4
70

,
4
7
0

損
害

賠
償

求
償

事
務

手
数

料
20

0,
00

0
10

8,
70

0
91

,3
00

21
7,

50
0

△
 1

08
,
8
0
0

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
利

用
促

進
事

業
費

66
7,

00
0

55
5,

39
1

11
1,

60
9

57
4,

33
3

△
 1

8,
9
4
2

療
養

費
支

給
申

請
書

点
検

業
務

委
託

費
56

1,
00

0
45

8,
38

4
10

2,
61

6
44

7,
16

2
11

,
2
2
2

医
療

費
適

正
化

対
策

事
業

諸
経

費
23

9,
00

0
20

6,
86

2
32

,1
38

20
6,

90
7

△
 
4
5

国
民

健
康

保
険

シ
ス

テ
ム

改
修

費
4,

26
8,

00
0

4,
26

8,
00

0
0

3,
13

5,
00

0
1,

13
3,

0
0
0

国
民

健
康

保
険

の
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

等
に

係
る

運
営

負
担

金
67

1,
00

0
67

0,
68

0
32

0
66

4,
18

8
6,

4
9
2

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
負

担
金

3,
02

8,
00

0
3,

02
7,

10
0

90
0

3,
16

7,
20

0
△

 1
40

,
1
0
0

10
 徴

税
費

保
険

税
賦

課
事

務
費

5,
60

4,
00

0
5,

39
0,

74
7

21
3,

25
3

4,
34

8,
35

7
1,

04
2,

3
9
0

保
険

税
徴

収
事

務
費

6,
84

9,
00

0
6,

68
6,

07
2

16
2,

92
8

6,
46

1,
01

5
22

5,
0
5
7

市
税

等
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト

ア
収

納
関

係
費

4,
66

9,
00

0
4,

15
5,

02
4

51
3,

97
6

5,
08

8,
37

4
△

 9
33

,
3
5
0

15
 運

営
協

議
会

費
国

民
健

康
保

険
事

業
の

運
営

に
関

す
る

協
議

会
委

員
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2
,
7
2
3
,
2
1
4

・
納

税
通

知
書

封
入

封
緘

委
託

料
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

4
8
9
,
5
8
9

令
和

５
年

２
月

か
ら

開
始

し
た

ペ
イ

ジ
ー

口
座

振
替

受
付

サ
ー

ビ
ス

の
案

内
チ

ラ
シ

を
納

税
通

知
書

に
封

入
す

る
こ

と
に

伴
う

郵
送

料
の

増
加

保
険
税

徴
収

事
務

費
1
1
,
5
1
8
,
0
0
0

1
0
,
8
4
1
,
0
9
6

6
7
6
,
9
0
4

1
1
,
5
4
9
,
3
8
9

△
 
7
0
8
,
2
9
3
・

督
促

状
等

印
刷

費
、

郵
送

料
等

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

6
,
6
8
6
,
0
7
2

・
市

税
等

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

収
納

関
係

費
　

　
　

　
　

　
4
,
1
5
5
,
0
2
4

1
0
款
 
保
険
給
付
費
　
５
項
 
療
養
諸
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

療
養

給
付

費
保

険
者

負
担

金
7
,
1
6
6
,
6
8
8
,
0
7
8

7
,
0
1
0
,
5
7
4
,
3
7
3

1
5
6
,
1
1
3
,
7
0
5

7
,
2
8
2
,
5
0
8
,
2
9
4

△
 
2
7
1
,
9
3
3
,
9
2
1

被
保

険
者

が
医

療
機

関
で

受
診

し
、

療
養

に
要

す
る

費
用

か
ら

一
部

負
担

金
を

除
く

部
分

に
つ

い
て

、
千

葉
県

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
を

通
じ

て
医

療
機

関
等

に
保

険
給

付
す

る
た

め
の

負
担

金
で

す
。

被
保

険
者

の
減

少
に

よ
り

、
受

診
件

数
が

減
っ

た
こ

と
で

療
養

に
要

す
る

費
用

が
減

額
に

な
り

ま
し

た
。

・
年

間
平

均
被

保
険

者
数

　
　

　
　

　
　

　
2
4
,
6
1
2
人

（
R
4
:
 
2
6
,
1
9
2
人

）
・

受
診

件
数

(
調

剤
・

訪
問

看
護

を
除

く
)
 
2
7
3
,
4
2
5
件

（
R
4
:
2
8
4
,
6
3
1
件

）

療
養

費
保

険
者

負
担

金
5
4
,
2
4
1
,
3
1
9

5
4
,
2
4
1
,
3
1
9

0
4
7
,
3
1
5
,
6
6
3

6
,
9
2
5
,
6
5
6

被
保

険
者

が
支

払
っ

た
舗

装
具

代
や

は
り

・
き

ゅ
う

な
ど

の
施

術
代

等
に

つ
い

て
、

申
請

に
基

づ
き

自
己

負
担

分
を

除
い

た
療

養
費

を
支

給
し

ま
す

。

・
支

給
件

数
　

5
,
9
9
5
件

（
R
4
:
5
,
6
7
9
件

）

審
査

支
払

手
数

料
1
7
,
1
4
6
,
0
0
0

1
6
,
8
0
9
,
2
5
8

3
3
6
,
7
4
2

1
7
,
3
9
8
,
6
1
4

△
 
5
8
9
,
3
5
6

千
葉

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

に
診

療
報

酬
明

細
書

（
レ

セ
プ

ト
）

の
審

査
と

診
療

報
酬

の
支

払
い

を
委

託
し

て
い

る
た

め
、

そ
の

手
数

料
を

支
払

い
ま

す
。

被
保

険
者

の
減

少
に

よ
り

、
受

診
件

数
が

減
っ

た
こ

と
で

手
数

料
が

減
額

に
な

り
ま

し
た

。

・
支

払
件

数
　

4
4
0
,
2
9
0
件

（
R
4
:
4
5
5
,
7
6
1
件

）

療
養

に
要

す
る

費
用

か
ら

被
保

険
者

の
一

部
負

担
金

を
除

く
部
分
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
す
る
た
め
の
負
担
金
で
す
。

国
民

健
康

保
険

税
の

賦
課

及
び

徴
収

の
事

務
費

で
す

。
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（
単
位
：
円
）

1
0
款
 
保
険
給
付
費
　
1
0
項
 
高
額
療
養
諸
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

高
額

療
養

費
保

険
者

負
担

金
1
,
0
3
8
,
3
9
0
,
6
0
3

1
,
0
3
8
,
3
9
0
,
6
0
3

0
1
,
0
5
7
,
6
3
9
,
6
3
6

△
 
1
9
,
2
4
9
,
0
3
3

被
保

険
者

が
医

療
機

関
で

受
診

し
て

、
支

払
っ

た
一

部
負

担
金

に
対

し
、

自
己

負
担

限
度

額
を

超
え

る
額

を
高

額
療

養
費

と
し

て
支

給
し

ま
す

。
被

保
険

者
数

の
減

少
に

よ
り

、
受

診
件

数
が

減
っ

た
こ

と
で

療
養

に
要

す
る

費
用

が
減

額
に

な
り

ま
し

た
。

・
支

給
件

数
　

2
1
,
2
6
0
件

（
R
4
:
2
3
,
3
7
8
件

）

高
額

介
護

合
算

療
養

費
保

険
者

負
担

金
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
7
2
0
,
1
0
7

2
7
9
,
8
9
3

1
,
9
3
5
,
6
4
4

△
 
2
1
5
,
5
3
7

「
医

療
保

険
」

と
「

介
護

保
険

」
の

両
方

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

世
帯

の
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

、
１

年
間

（
８

月
か

ら
翌

年
７

月
末

）
に

支
払

っ
た

各
保

険
制

度
の

自
己

負
担

額
の

合
計

が
基

準
額

を
超

え
た

場
合

、
支

給
申

請
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

超
え

た
額

を
支

給
し

ま
す

。

・
支

給
件

数
　

4
7
件

（
R
4
:
5
1
件

）

1
0
款
 
保
険
給
付
費
　
1
7
項
 
出
産
育
児
諸
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

出
産

育
児

一
時

金
2
5
,
5
2
0
,
0
0
0

2
4
,
3
8
5
,
5
5
0

1
,
1
3
4
,
4
5
0

2
7
,
3
0
0
,
0
0
0

△
 
2
,
9
1
4
,
4
5
0

被
保

険
者

が
出

産
し

た
と

き
に

、
医

療
機

関
等

か
ら

請
求

さ
れ

る
出

産
費

用
は

、
出

産
育

児
一

時
金

と
し

て
5
0
万

円
（

産
科

医
療

補
償

制
度

に
未

加
入

の
医

療
機

関
等

で
出

産
し

た
場

合
4
8
万

8
千

円
）

の
範

囲
内

で
保

険
者

か
ら

医
療

機
関

に
直

接
支

払
い

ま
す

。
た

だ
し

、
被

保
険

者
の

申
出

に
よ

り
、

直
接

支
払

制
度

の
利

用
を

希
望

し
な

い
こ

と
も

で
き

ま
す

。

・
支

給
件

数
　

5
0
件

【
令

和
４

年
度

】
・

出
産

育
児

一
時

金
　

4
2
万

円
（

産
科

医
療

補
償

制
度

に
未

加
入

の
医

療
機

関
等

で
出

産
し

た
場

合
4
0
万

4
千

円
）

・
支

給
件

数
　

6
5
件

被
保

険
者

が
医

療
機

関
で

支
払

っ
た

一
部

負
担

金
に

対
し

、
自
己
負
担
額
を
超
え
る
部
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
た
め
の
負
担
金
で
す
。
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（
単
位
：
円
）

1
0
款
 
保
険
給
付
費
　
2
0
項
 
葬
祭
諸
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

葬
祭

費
1
0
,
5
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
5
0
,
0
0
0

4
5
0
,
0
0
0

9
,
5
0
0
,
0
0
0

5
5
0
,
0
0
0

被
保

険
者

が
死

亡
し

た
と

き
に

、
そ

の
葬

祭
者

に
葬

祭
費

と
し

て
５

万
円

を
支

給
し

ま
す

。

・
支

給
件

数
　

2
0
1
件

（
R
4
:
1
9
0
件

）

1
4
款
 
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
　
５
項
 
医
療
給
付
費
分

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

医
療

給
付

費
分

2
,
3
4
9
,
8
0
5
,
0
0
0

2
,
3
4
9
,
8
0
3
,
9
6
2

1
,
0
3
8

2
,
2
3
0
,
0
6
0
,
3
2
6

1
1
9
,
7
4
3
,
6
3
6
千

葉
県

全
体

の
保

険
給

付
費

の
見

込
み

か
ら

、
県

全
体

の
国

民
健

康
保

険
事

業
納

付
金

の
総

額
を

算
出

し
、

年
齢

調
整

後
の

医
療

費
水

準
及

び
所

得
水

準
に

応
じ

て
割

り
当

て
ら

れ
た

納
付

金
を

千
葉

県
に

納
め

ま
す

。

1
4
款
 
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
　
1
0
項
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

9
0
1
,
4
6
3
,
0
0
0

9
0
1
,
4
6
2
,
2
8
7

7
1
3

8
0
5
,
4
0
2
,
8
1
5

9
6
,
0
5
9
,
4
7
2
千

葉
県

全
体

の
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

分
の

見
込

み
か

ら
、

県
全

体
の

国
民

健
康

保
険

事
業

納
付

金
の

総
額

を
算

出
し

、
所

得
水

準
に

応
じ

て
割

り
当

て
ら

れ
た

納
付

金
を

千
葉

県
に

納
め

ま
す

。

1
4
款
 
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
　
1
5
項
 
介
護
納
付
金
分

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

介
護

納
付

金
分

3
0
7
,
9
1
4
,
0
0
0

3
0
7
,
9
1
3
,
7
2
1

2
7
9

3
2
5
,
4
7
0
,
6
5
8

△
 
1
7
,
5
5
6
,
9
3
7
千

葉
県

全
体

の
介

護
納

付
金

の
見

込
み

か
ら

、
県

全
体

の
国

民
健

康
保

険
事

業
納

付
金

の
総

額
を

算
出

し
、

所
得

水
準

に
応

じ
て

割
り

当
て

ら
れ

た
納

付
金

を
千

葉
県

に
納

め
ま

す
。
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（
単
位
：
円
）

2
5
款
 
保
健
事
業
費
　
0
3
項
 
特
定
健
康
診
査
等
事
業
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

特
定

健
康

診
査

等
事

業
費

7
8
,
2
5
2
,
0
0
0

6
8
,
6
7
9
,
6
5
8

9
,
5
7
2
,
3
4
2

7
5
,
0
9
4
,
1
8
2

△
 
6
,
4
1
4
,
5
2
4

4
0
歳

か
ら

7
4
歳

ま
で

の
被

保
険

者
を

対
象

に
し

た
特

定
健

康
診

査
及

び
特

定
保

健
指

導
を

実
施

し
ま

す
。

被
保

険
者

数
の

減
少

に
よ

り
、

健
診

の
受

診
件

数
が

減
っ

た
こ

と
で

事
業

費
が

減
額

に
な

り
ま

し
た

。
・

特
定

健
康

診
査

受
診

者
数

　
7
,
3
1
3
人

（
R
4
:
8
,
2
7
3
人

）
・

特
定

保
健

指
導

実
施

者
数

　
　

2
0
1
人

（
R
4
:
　

2
3
8
人

）

2
5
款
 
保
健
事
業
費
　
0
5
項
 
保
健
事
業
費

事
　

　
業

　
　

名
　

　
等

予
算

額
支
出
済
額

予
算
残
額

令
和
４
年
度
決
算
額

前
年
度
と
の
比

較
執

行
内

容
等

医
療

費
通

知
事

務
費

3
,
8
2
6
,
0
0
0

3
,
3
9
1
,
8
0
9

4
3
4
,
1
9
1

4
,
6
7
1
,
1
0
2

△
 
1
,
2
7
9
,
2
9
3

医
療

費
通

知
の

郵
送

料
で

す
。

通
知

回
数

を
年

４
回

か
ら

年
３

回
に

変
更

し
た

た
め

、
減

額
に

な
り

ま
し

た
。

・
発

送
件

数
　

5
8
,
8
8
1
件

（
8
0
,
4
3
0
件

）

短
期

人
間

ド
ッ

ク
助

成
事

業
費

5
7
,
2
8
5
,
0
0
0

5
6
,
3
5
2
,
8
3
9

9
3
2
,
1
6
1

5
7
,
1
8
4
,
1
5
3

△
 
8
3
1
,
3
1
4
短

期
人

間
ド

ッ
ク

検
査

費
用

の
７

割
を

助
成

す
る

事
業

（
限

度
額

６
万

円
）

・
人

間
ド

ッ
ク

受
検

者
（

脳
ド

ッ
ク

無
）

1
,
1
8
2
人

（
R
4
:
1
,
1
8
3
人

）
・

人
間

ド
ッ

ク
受

検
者

（
脳

ド
ッ

ク
有

）
　

3
1
6
人

（
R
4
:
　

3
2
1
人

）

4
0
款
 
諸
支
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報告事項４ 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る対応について 

（１）マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る制度概要について 

①令和６年１２月２日以降は健康保険証の新規発行が廃止されます。 

 経過措置として１２月１日までに発行された健康保険証は最長１年間有効なものとされ、

本市の国民健康保険証については令和７年７月３１日まで有効に利用できます。 

②１２月２日以降はマイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が、保有し

ていない方には「資格確認書」が交付されます。 

③滞納者に対して、１２月２日以降はこれまでの短期証の取り扱いが廃止されます。 

 長期にわたる保険税滞納がある場合は、特別療養費（償還払い）の該当となり、「資格情

報のお知らせ」もしくは「資格確認書」に「特別療養」に該当する旨が記載されます。 

    

    【図１ 移行スケジュール】 

 

現行の保険証 

 

 

資格確認書または 

資格情報のお知らせ 

 

 

 

 【図２ 資格確認書等の取扱い】 

  

 

  

 

マイナ保険証を保有しているか 

 
していない している 

①「資格確認書」を交付 ②「資格情報のお知らせ」を交付 

・医療機関受診時、被保険者は資格確認書を提示する。 ・医療機関受診時、被保険者はマイナ保険証を提示する。 

・マイナ保険証を利用できない場合、マイナンバーカードと 

  資格情報のお知らせを提示して受診。 

R6.8.1

8 

 

R6.12.2

8 

 

R7.8.1 

 

新規加入者等に対し、 

発行終了 12/1 まで随時交付。 

 

一斉更新による交付。R7.7.31 まで利用可能な保険証を発行。 

 

R7.7.31 まで利用可能。 

 

資格確認書等の一斉更新による交付 

 

新規加入者等に対し資格確認書等の交付開始 
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（２）国民健康保険条例の一部改正について 

     マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、木更津市国民健康保険条例の一部を改 

    正する条例（案）を９月市議会定例会で提案予定です。 

     

    【改正の内容】 

          条例第 13 条のなかで、被保険者証の返還の求めに応じない場合に過料を科す規定を設け 

    ていますが、被保険者証の廃止に伴いこの部分を削除する改正を予定しています。 

 

     第 13 条 この市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、   

         若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保 

                 険者証の返還を求められこれに応じない場合においては、その者に対し 10万円以  

         下の過料を科する。 
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